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生物多様性保全活動の促進に関する検討会について 

 

１．生物多様性保全活動の促進に関する検討会の位置付け 

（１）検討会の背景 

１）地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動

の促進等に関する法律 

平成 22 年 12 月 10 日、地域における多様な主体の連携による生物の多様

性の保全のための活動の促進等に関する法律（平成 22 年法律第 72 号）（以

下「生物多様性保全活動促進法」という。）が制定された（法の施行は、平

成 23 年秋を予定）。 

同法は、地域における生物多様性の保全の必要性〔①地域における生物多

様性が深刻な危機に直面していること、②生物多様性は地域の自然的社会的

状況に応じて保全されることが重要であること、③生物多様性に関する社会

的要請が増大していること（生物多様性基本法の制定、生物多様性条約第

10 回締約国会議（COP10）の開催）〕にかんがみ制定され、地域における多

様な主体が連携して行う生物多様性保全活動を促進することによって、豊か

な生物多様性を保全することを目的としている。 

昨年 10 月の COP10 では、「新戦略計画（愛知目標）」に加え、「民間参画の

推進」や「自治体の取組の強化」について合意されたところであり、同法に

基づき各地域において生物多様性保全活動が促進されることによって、これ

らの達成や推進に寄与することが期待される。 

２）生物多様性保全活動促進法に基づく地域連携保全活動基本方針 

生物多様性保全活動促進法第３条には、主務大臣（環境大臣、農林水産大

臣及び国土交通大臣）は、地域連携保全活動の促進に関する基本方針（以下

「基本方針」という。）を定めなければならないと規定されている（主務大

臣は、同法の施行前においても、地域連携保全活動基本方針を定めることが

できるとされている）。 

（２）検討会の目的 

生物多様性保全活動の促進に関する検討会（以下「検討会」という。）は、

主務大臣が地域連携保全活動基本方針を策定するに当たり、同基本方針に定

めるべき事項等に関する検討を行うことを目的とする。 
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２．検討会の構成・情報公開等 

（１）構成 

検討会は、別添の委員及び関係機関をもって構成し、委員の２分の１以上の

出席をもって開催する。 
検討会に座長を置き、座長は、検討会の議事を進行し、検討会の運営上必要

があると認める場合には、検討会に委員及び関係機関以外の者の出席を求め、

その意見を聴取することができることとする。 

（２）情報公開 

検討会は、公開で行い、議事についてはその要旨を公開する。ただし、貴重

な動植物の保護やプライバシーの保護など慎重な取扱を必要とする情報につ

いては、非公開とする。 

（３）運営・事務 

検討会の運営に関する事務は、環境省及び検討会の目的を達成するために環

境省が発注した業務を受託した者が行う。 
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